
            
              
 

                                 

 

（名称） 

第1条 本会の名称は「IPDCフォーラム」とする。

 

（目的） 

第2条 このフォーラムは、インターネットプロトコル（

実現を目指し、IPDCを勚りඕく୭୆についてのෆฐ的な議厱ृ実卨実ୡの௓勺を௕ることで、新たなビ४

ネスृサービスの卾য়・発னに資することを目的とする。

 

（事業） 

第3条 このフォーラムは、前条の目的を୸成するため、次の事業をষう。

1 IPDCにおける勧২分৙に関する調査及び検討

2 IPDCにおける新規サービスに関する調査、研究及び検討

3 IPDCの技術に関する調査、研究及び開発

4 前各号に附ఝ関৴する一卲の業務

 

 

（種別） 

第4条 会員は、匁会員と厣別会員によって構成される。ただし、幹事会がి卲と認めた場合には、準会員

をおくことができる。 

 

（入会） 

第5条 このフォーラムの目的に賛同し入会しようとする者は、フォーラム所定の様式による申込みをし、

代表の承認を得るものとする。 

 

（会費） 

第6条 会員は、このフォーラムにফ会費をವ入しなければならない。

2 ফ会費は、匁会員12万円、準会員

3 ফ会費のವ入はফ１回とし、請求書งା৏にசृかにವ入するものとする。

4 事業ফ২の途中にこのフォーラムに入会した会員は、入会৏

5 このフォーラムは、࿰୦なる場合においても、受୩したফ会費をନ൬するଝ務を଀わないものとする。

 

               

                                     

「ＩＰＤＣフォーラム」定款 

 

第1章総則 

フォーラム」とする。 

このフォーラムは、インターネットプロトコル（IP）を共通基盤とした通信・放送融合サービスの

を勚りඕく୭୆についてのෆฐ的な議厱ृ実卨実ୡの௓勺を௕ることで、新たなビ४

ネスृサービスの卾য়・発னに資することを目的とする。 

このフォーラムは、前条の目的を୸成するため、次の事業をষう。 

における勧২分৙に関する調査及び検討 

における新規サービスに関する調査、研究及び検討 

の技術に関する調査、研究及び開発 

前各号に附ఝ関৴する一卲の業務 

第2章会員 

会員は、匁会員と厣別会員によって構成される。ただし、幹事会がి卲と認めた場合には、準会員

このフォーラムの目的に賛同し入会しようとする者は、フォーラム所定の様式による申込みをし、

 

会員は、このフォーラムにফ会費をವ入しなければならない。 

、準会員5万円とする。 

ফ会費のವ入はফ１回とし、請求書งା৏にசृかにವ入するものとする。 

事業ফ২の途中にこのフォーラムに入会した会員は、入会৏2ॣ月以内にফ会費をವめるものとする。

このフォーラムは、࿰୦なる場合においても、受୩したফ会費をନ൬するଝ務を଀わないものとする。

     

）を共通基盤とした通信・放送融合サービスの

を勚りඕく୭୆についてのෆฐ的な議厱ृ実卨実ୡの௓勺を௕ることで、新たなビ४

会員は、匁会員と厣別会員によって構成される。ただし、幹事会がి卲と認めた場合には、準会員

このフォーラムの目的に賛同し入会しようとする者は、フォーラム所定の様式による申込みをし、

ॣ月以内にফ会費をವめるものとする。 

このフォーラムは、࿰୦なる場合においても、受୩したফ会費をନ൬するଝ務を଀わないものとする。 



            
              
 

                                 

（会員の権匏及びଝ務） 

第7条 匁会員及び厣別会員は、会員総会においてそれぞれ一௠の議決権を有し、その議決権をষ使するこ

と、各部会の活動に参加すること、及びこのフォーラムの活動成果に関する情報の提供を受けることがで

きる。 

2 準会員は、会員総会における議決権

ムの活動成果に関する情報の提供を受けることが

3 会員は、本定款及び会員総会、幹事会の議決を遵守しなければならない。

 

（会員の資格の喪失） 

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1ফ以上会費を฽ವしたとき。

(4) 除名されたとき。 

 

（退会） 

第9条 会員は、代表が定める所定の様式の退会届を原則として退会の

会することができる。 

 

（除名） 

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、会員総会の議決により、これを除名することが

できる。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) このフォーラムの名༁をംつけ、又は目的に反するষನをしたとき。

 

 

（種別及び定数） 

第11条 このフォーラムには、次の役員を置く。

(1) 代表1名 

(2) 副代表଄๝名 

(3) 幹事଄๝名 

(4) 監事଄๝名 

(5) 顧問及びオブザーバー必要に応じ଄๝名

 

（選任等） 

               

                                     

匁会員及び厣別会員は、会員総会においてそれぞれ一௠の議決権を有し、その議決権をষ使するこ

と、各部会の活動に参加すること、及びこのフォーラムの活動成果に関する情報の提供を受けることがで

準会員は、会員総会における議決権及び、Web閲覧用のパスワードを保有せず、また、

ムの活動成果に関する情報の提供を受けることができない。勉強会のみ参加することが認められる。

会員は、本定款及び会員総会、幹事会の議決を遵守しなければならない。 

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

 

本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

ফ以上会費を฽ವしたとき。 

会員は、代表が定める所定の様式の退会届を原則として退会の1ヶ月前までに届け出ることで、退

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、会員総会の議決により、これを除名することが

 

このフォーラムの名༁をംつけ、又は目的に反するষನをしたとき。 

第3章役員及び事務局 

このフォーラムには、次の役員を置く。 

顧問及びオブザーバー必要に応じ଄๝名 

     

匁会員及び厣別会員は、会員総会においてそれぞれ一௠の議決権を有し、その議決権をষ使するこ

と、各部会の活動に参加すること、及びこのフォーラムの活動成果に関する情報の提供を受けることがで

せず、また、このフォーラ

勉強会のみ参加することが認められる。 

ヶ月前までに届け出ることで、退

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、会員総会の議決により、これを除名することが



            
              
 

                                 

第12条 代表は会員総会において選出される。

2 副代表は代表の指名によって選任される。

3 幹事は代表が会員の中から選任する。

4 監事は代表の指名によって選出され、総会において承認される。

5 顧問及びオブザーバーは必要に応じ代表の指名によって選出され、総会において承認される。

 

（職務） 

第13条 代表は、このフォーラムを代表し、その業務を総৶する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した

ದ๰によって、その職務を代ষする。

3 代表、副代表、幹事は、幹事会を構成し、この定款の定め及び会員総会の

ムの業務を෋ষする。 

4 監事は、次に掲げる職務をষう。

(1) 幹事の業務෋ষの状況を監査すること。

(2) このフォーラムの財産の状況を監査すること。

(3) 前２号の規定による監査の結果、このフォーラムの業務又は財産に関し勘匁のষನ又は১ഥ଄しくは

定款に違反する匤পな事実があることを発ৄした場合には、これを会員総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、会員総会を招集すること。

(5) 幹事の業務෋ষの状況又はこのフォーラムの財産の状況について、幹事に勪ৄを஽べ、଄しくは幹事

会の招集を請求すること。 

 

（任期） 

第14条 代表、副代表及び幹事の任期は１ফとする。ただし、卭任を࿉げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した幹事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と

する。 

3 幹事は、ോ任又は任期௥വ৏においても、৏任者が就任するまでは、その職務をষわなければならない。

 

（解任） 

第15条 幹事が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の審議を経て、代表がこれを解任するこ

とができる。この場合、その幹事に対し、解任する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 升ମの故௽のため、職務のຄষにቄえないと認められるとき。

(2) 職務上のଝ務違反その他幹事としてऴさわしくないষನがあったとき。

 

（事務局） 

第16条 このフォーラムの事務叀৶のため事務局及び事務局員を置く。

2 このフォーラムは、幹事会の議決による承認を得て、事務局機能を外部に委託することができる。

               

                                     

代表は会員総会において選出される。 

副代表は代表の指名によって選任される。 

幹事は代表が会員の中から選任する。 

監事は代表の指名によって選出され、総会において承認される。 

顧問及びオブザーバーは必要に応じ代表の指名によって選出され、総会において承認される。

代表は、このフォーラムを代表し、その業務を総৶する。 

副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した

ದ๰によって、その職務を代ষする。 

代表、副代表、幹事は、幹事会を構成し、この定款の定め及び会員総会の議決に基づき、このフォーラ

監事は、次に掲げる職務をষう。 

幹事の業務෋ষの状況を監査すること。 

このフォーラムの財産の状況を監査すること。 

前２号の規定による監査の結果、このフォーラムの業務又は財産に関し勘匁のষನ又は১ഥ଄しくは

定款に違反する匤পな事実があることを発ৄした場合には、これを会員総会に報告すること。

前号の報告をするために必要がある場合には、会員総会を招集すること。 

幹事の業務෋ষの状況又はこのフォーラムの財産の状況について、幹事に勪ৄを஽べ、଄しくは幹事

代表、副代表及び幹事の任期は１ফとする。ただし、卭任を࿉げない。 

補欠のため、又は増員により就任した幹事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と

幹事は、ോ任又は任期௥വ৏においても、৏任者が就任するまでは、その職務をষわなければならない。

幹事が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の審議を経て、代表がこれを解任するこ

とができる。この場合、その幹事に対し、解任する前に弁明の機会を与えなければならない。

升ମの故௽のため、職務のຄষにቄえないと認められるとき。 

職務上のଝ務違反その他幹事としてऴさわしくないষನがあったとき。 

このフォーラムの事務叀৶のため事務局及び事務局員を置く。 

このフォーラムは、幹事会の議決による承認を得て、事務局機能を外部に委託することができる。

     

顧問及びオブザーバーは必要に応じ代表の指名によって選出され、総会において承認される。 

副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した

議決に基づき、このフォーラ

前２号の規定による監査の結果、このフォーラムの業務又は財産に関し勘匁のষನ又は১ഥ଄しくは

定款に違反する匤পな事実があることを発ৄした場合には、これを会員総会に報告すること。 

幹事の業務෋ষの状況又はこのフォーラムの財産の状況について、幹事に勪ৄを஽べ、଄しくは幹事

補欠のため、又は増員により就任した幹事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と

幹事は、ോ任又は任期௥വ৏においても、৏任者が就任するまでは、その職務をষわなければならない。 

幹事が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の審議を経て、代表がこれを解任するこ

とができる。この場合、その幹事に対し、解任する前に弁明の機会を与えなければならない。 

このフォーラムは、幹事会の議決による承認を得て、事務局機能を外部に委託することができる。 



            
              
 

                                 

3 事務局員は、代表が任命する。

 

 

（種別及び構成） 

第17条 このフォーラムの会員総会は会員をもって構成され、通ଞ総会及びಏ時総会の

 

（開催） 

第18条 通ଞ総会は、൐ফ1回開催する。

2 通ଞ総会は、事業計画及び収支予算ధびに事業報告及び収支決算等についての承認をষう。

3 ಏ時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 幹事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

（招集） 

第19条 会員総会は、前条第3項第

2 代表は、前条第3項第1号及び

を招集しなければならない。 

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも５

日前までに通知しなければならない。

 

（議শ） 

第20条 会員総会の議শは、代表がこれに当たる。

 

（定足数） 

第21条 会員総会は、会員総数の

 

（議決） 

第22条 会員総会における議決事項は、第

2 会員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議শの決するとこौによる。

3 ृिを得ない৶由のため会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をも

って表決し、又は他の会員を代৶人として表決を委任することができる。この場合、書面による表決者ま

たは表決の委任者は、会議に出席した

4 会員総会の議決について、厣別の匏县関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

               

                                     

命する。 

第４章会員総会 

このフォーラムの会員総会は会員をもって構成され、通ଞ総会及びಏ時総会の

回開催する。 

通ଞ総会は、事業計画及び収支予算ధびに事業報告及び収支決算等についての承認をষう。

ಏ時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

幹事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

号の規定により、監事から招集があったとき。 

項第3号の場合を除き、代表が招集する。 

号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも５

日前までに通知しなければならない。 

会員総会の議শは、代表がこれに当たる。 

会員総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

会員総会における議決事項は、第19条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

会員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議শの決するとこौによる。 

ृिを得ない৶由のため会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をも

って表決し、又は他の会員を代৶人として表決を委任することができる。この場合、書面による表決者ま

たは表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。 

会員総会の議決について、厣別の匏县関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

     

このフォーラムの会員総会は会員をもって構成され、通ଞ総会及びಏ時総会の2種とする。 

通ଞ総会は、事業計画及び収支予算ధびに事業報告及び収支決算等についての承認をষう。 

以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

60日以内にಏ時総会

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも５

以上の出席がなければ開会することができない。 

項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

会員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の

ृिを得ない৶由のため会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をも

って表決し、又は他の会員を代৶人として表決を委任することができる。この場合、書面による表決者ま

会員総会の議決について、厣別の匏县関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。 



            
              
 

                                 

 

 

（構成） 

第23条 幹事会は、代表、副代表、幹事、をもって構成する。

 

（権能） 

第24 条幹事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 会員総会に付議すべき事項。

(2) 会員総会の議決した事項の෋ষに関する事項。

(3) その他総会の議決を要しない会務の෋ষ又は卞協に関する事項。

 

（開催） 

第25条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表が必要と認めたとき。 

(2) 幹事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

（招集） 

第26条 幹事会は、代表が招集する。

2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から

しなければならない。 

3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも

5日前までに通知しなければならない。

 

（議শ） 

第27条 幹事会の議শは、代表がこれに当たる。

 

（議決） 

第28条 幹事会における議決事項は、第

2 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議শの決するとこौによる。

 

（表決権等） 

第29条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。

２ ृिを得ない৶由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をも

って表決することができる。 

               

                                     

第5章幹事会 

幹事会は、代表、副代表、幹事、をもって構成する。 

条幹事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

会員総会に付議すべき事項。 

会員総会の議決した事項の෋ষに関する事項。 

その他総会の議決を要しない会務の෋ষ又は卞協に関する事項。 

幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 

以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

幹事会は、代表が招集する。 

号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に幹事会を招集

幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも

日前までに通知しなければならない。 

幹事会の議শは、代表がこれに当たる。 

幹事会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議শの決するとこौによる。

各幹事の表決権は、平等なるものとする。 

ृिを得ない৶由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をも

     

以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

日以内に幹事会を招集

幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも

項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議শの決するとこौによる。 

ृिを得ない৶由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をも



            
              
 

                                 

３ 前項の規定により表決した幹事は、幹事会に出席したものとみなす。

４ 幹事会の議決について、厣別の匏县関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。

 

 

（資産のଵ৶） 

第30条 このフォーラムの資産は代表がଵ৶し、その্১は総会の議決を経て代表が別に定める。

 

（事業計画及び予算） 

第31条 このフォーラムの事業計画及びこれに伴う収支予算は、幹事会が作成し、会員総会の承認を受け

なければならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第32条 このフォーラムの事業報告書及び決算に関する書థは、൐事業ফ২終വ৏、சृかに、幹事会が

作成し、監事の会計監査を受け、会員総会の承認を経なければならない。

2 決算上๪余সをেじたときは、次事業ফ২に೷り௭すものとする。

 

（事業ফ২） 

第33条 このフォーラムの事業ফ২は、൐ফ

 

 

第34条 このフォーラムは必要に応じて

2 リエゾン関係を結んだ他団体

 

第35条 会員がこのフォーラムの成果を

である旨を明示することができる。ただし、知的財産権がこのフォーラムに帰属することを示すものでは

ない。 

2 フォーラムロゴの使用については幹事会の承認なしで使用することができる。

 

 

（定款の厭ಌ） 

第36条 このフォーラムが定款を厭ಌしようとするときは、会員総会に出席した会員の

による議決を経なければならない。

 

               

                                     

前項の規定により表決した幹事は、幹事会に出席したものとみなす。 

幹事会の議決について、厣別の匏县関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。

第6章資産及び会計 

このフォーラムの資産は代表がଵ৶し、その্১は総会の議決を経て代表が別に定める。

このフォーラムの事業計画及びこれに伴う収支予算は、幹事会が作成し、会員総会の承認を受け

このフォーラムの事業報告書及び決算に関する書థは、൐事業ফ২終വ৏、சृかに、幹事会が

作成し、監事の会計監査を受け、会員総会の承認を経なければならない。 

決算上๪余সをেじたときは、次事業ফ২に೷り௭すものとする。 

このフォーラムの事業ফ২は、൐ফ4月1日に卿まりโফ3月31日に終わる。 

第7章他団体との関係 

このフォーラムは必要に応じて幹事会の承認を経て、他団体とリエゾン関係を結ぶことができる。

リエゾン関係を結んだ他団体に関しては会費は請求しないものとする。 

会員がこのフォーラムの成果を匏用する際、幹事会の承認を経ることで、このフォーラムの成果

である旨を明示することができる。ただし、知的財産権がこのフォーラムに帰属することを示すものでは

フォーラムロゴの使用については幹事会の承認なしで使用することができる。 

第8章定款の厭ಌ、解散及び合併 

このフォーラムが定款を厭ಌしようとするときは、会員総会に出席した会員の

による議決を経なければならない。 

     

幹事会の議決について、厣別の匏县関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。 

このフォーラムの資産は代表がଵ৶し、その্১は総会の議決を経て代表が別に定める。 

このフォーラムの事業計画及びこれに伴う収支予算は、幹事会が作成し、会員総会の承認を受け

このフォーラムの事業報告書及び決算に関する書థは、൐事業ফ২終വ৏、சृかに、幹事会が

 

他団体とリエゾン関係を結ぶことができる。 

する際、幹事会の承認を経ることで、このフォーラムの成果

である旨を明示することができる。ただし、知的財産権がこのフォーラムに帰属することを示すものでは

このフォーラムが定款を厭ಌしようとするときは、会員総会に出席した会員の4分の3以上の多数



            
              
 

                                 

（解散） 

第37条 このフォーラムは、次に掲げる事由により解散する。

(1) 会員総会の決議 

(2) 会員の欠乏 

(4) 破産・合併 

２ 前項第1号の事由によりこのフォーラムが解散するときは、会員総数の

ばならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第38条 このフォーラムが解散したときに残存する財産は、会員総会において議決したものに譲渡するも

のとする。 

 

 

（機密保持） 

第39条 このフォーラムの成果に係る知的財産権の勚り扱いについては、その匙২、その成果に๾൴した

会員が事前に協議した上で決定し、幹事会に通知する。

2 このフォーラムの活動において会員が提供・開示する情報は、公知の情報として扱う。但し、別途締結

される秘密保持契約の下で開示された情報についてはこの限りではない。

3 このフォーラムの活動により得られた成果を匏用する場合は、匏用者のி任において匏用するものとし、

成果の匏用により万一匏用者その他第勫者に௤县が発েしても、このフォーラムは一卲のி任を଀わない。

 

（細則） 

第40条この定款の厇ষについて必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。

 

附則 

１この定款は、平成 21 ফ 6 月 30

2 この定款は、平成 23 ফ 3 月 30

 

               

                                     

このフォーラムは、次に掲げる事由により解散する。 

号の事由によりこのフォーラムが解散するときは、会員総数の4分の3以上の承ဍを得なけれ

このフォーラムが解散したときに残存する財産は、会員総会において議決したものに譲渡するも

第9章雑則 

このフォーラムの成果に係る知的財産権の勚り扱いについては、その匙২、その成果に๾൴した

会員が事前に協議した上で決定し、幹事会に通知する。 

このフォーラムの活動において会員が提供・開示する情報は、公知の情報として扱う。但し、別途締結

される秘密保持契約の下で開示された情報についてはこの限りではない。 

このフォーラムの活動により得られた成果を匏用する場合は、匏用者のி任において匏用するものとし、

成果の匏用により万一匏用者その他第勫者に௤县が発েしても、このフォーラムは一卲のி任を଀わない。

条この定款の厇ষについて必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。

30 日から厇ষする。 

30 日に匳ၖし、同日より厇ষする。  

     

以上の承ဍを得なけれ

このフォーラムが解散したときに残存する財産は、会員総会において議決したものに譲渡するも

このフォーラムの成果に係る知的財産権の勚り扱いについては、その匙২、その成果に๾൴した

このフォーラムの活動において会員が提供・開示する情報は、公知の情報として扱う。但し、別途締結

このフォーラムの活動により得られた成果を匏用する場合は、匏用者のி任において匏用するものとし、

成果の匏用により万一匏用者その他第勫者に௤县が発েしても、このフォーラムは一卲のி任を଀わない。 

条この定款の厇ষについて必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。 


